
- 1 - 

公立大学法人富山県立大学 第２期中期計画（新旧対照表） 

第２期中期目標（変更案） 現行 変更案 

はじめに （※変更なし） 

（略） 

（該当なし） 同 左 

<基本目標> （※変更なし） 

（略） 

（該当なし） 同 左 

＜中期目標の期間及び教育研究上の基本組織＞ 

１ 中期目標の期間 （※変更なし） 

（略） 

 

２ 教育研究上の基本組織 （※変更なし） 

（略） 

 

(1) 学部及び学科 （※変更なし） 

（略） 

 

(2) 大学院 

研究科 専 攻 課 程 

工学研究科 機械システム工学

専攻 

博士課程 

（前期） 

 電気電子工学専攻 博士課程 

（前期） 

 環境・社会基盤工

学専攻 

博士課程 

（前期） 

 生物・医薬品工学

専攻 

博士課程 

（前期） 
 

 

＜中期計画の期間＞ 

（略） 

 

（該当なし） 

 

＜中期計画の期間＞ 

同 左 

 

同 左 

資料５―２ 
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第２期中期目標（変更案） 現行 変更案 

 総合工学専攻 博士課程 

（後期） 

情報工学研

究科 

データサイエンス

専攻 

博士課程 

（前期） 

 情報システム工学

専攻 

博士課程 

（前期） 

 知能ロボット工学

専攻 

博士課程 

（前期） 

 情報工学専攻 博士課程 

（後期） 

看護学研究

科 

看護学専攻 博士課程 

（前期） 

 博士課程 

（後期） 

 

(3) 専攻科 

（略） 

 

(4) 附属施設 

（略） 
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第２期中期目標（変更案） 現行 変更案 

第１ 教育に関する目標 

学生が主体的に学び・考え・行動する力を

鍛える教育を推進し、データサイエンス人材

などデジタル化が進展する時代の実社会で活

躍できる人材を育成し、県内定着を図る。 

学士課程において、工学部では、技術者と

して必要な素養と、社会と地域の持続的な発

展や人々の幸せな暮らしに役立つ「工学」に

心を向ける技術者マインド（工学心）を持っ

た人材を育成し、情報工学部では、「情報」を

軸とする工学の専門知識と、データサイエン

スの専門知識を兼ね備えるとともに、社会の

潜在的課題を見極め、解決策を見出す能力を

持った人材を育成し、看護学部では、幅広い

教養と人々への共感的態度を備えた人間性豊

かな人材を育成する。 

また、高速通信技術等の導入などによる、

高度化するものづくり産業や医療に対応でき

る人材の育成を推進する。 

大学院課程においては、学部教育で育んだ専

門性をより深化させ、総合的な研究を推進す

る。工学研究科では、グローバル化や知識基盤

社会の進展にも対応できる高度な専門知識と

課題解決能力を持った人材を育成し、情報工学

研究科では、急速に変化し多様化する地域や国

際社会の問題に柔軟に対応できる幅広い工学

知識と視野を備え、社会の発展に貢献できる人

材を育成し、看護学研究科では、高度な看護実

践力を備え、看護の課題を科学的に探究し、地

域や社会の発展に寄与できる人材を育成する。 

第１ 教育に関する目標を達成するための措置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１ 教育に関する目標を達成するための措置 
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第２期中期目標（変更案） 現行 変更案 

３ 教育の実施体制に関する目標 

 

(1)教職員の配置（※変更なし） 

（略） 

 

(2)教育環境の整備・充実（※変更なし） 

（略） 

 

(3)教育の質の改善（※変更なし） 

（略） 

 

(4)専門看護師など高度な看護人材の育成 

（※変更なし） 

（略）  

 

(5)デジタル化の進展に対応した専門人材の育成 

デジタル化の進展に対応する産学官の人材育

成拠点として、ＤＸ教育研究センターを設置

し、学生のみならず多様な人材育成に取組む。 

数理・データサイエンス・ＡＩの基礎的な素養

を身に付けるとともに、数理・データサイエンス・

ＡＩを各専門分野で応用できる人材の育成体制

を強化するため、情報工学部を設置する。さらに、

大学院情報工学研究科を設置し、より専門的かつ

高度な課題等に対応する人材の育成に取組む。 

 

 

 

 

 

３ 教育の実施体制に関する目標を達成するため

の措置 

(1)教職員の配置（※変更なし） 

 

 

(2)教育環境の整備・充実（※変更なし） 

 

 

(3)教育の質の改善（※変更なし） 

 

 

(4)専門看護師など高度な看護人材等の育成 

（※変更なし） 

 

 

(5) デジタル化の進展に対応した人材の育成 

（中略） 

・データサイエンスの専門教育を行う「情報工学

部」を設置し、データに基づき数理的に分析・推

論し解決方法を導くことができる人材の育成に

取り組むとともに、より専門的かつ高度な課題等

に対応する研究に取り組むための、大学院研究科

の設置準備を進める。 

 

 

 

 

 

 

 

３ 教育の実施体制に関する目標を達成するため

の措置 

(1)   同 左 

 

 

(2)   同 左 

 

 

(3)  同 左 

 

 

(4)  同 左 

 

 

 

(5) デジタル化の進展に対応した人材の育成 

（中略） 

・データサイエンスの専門教育を行う「情報工学

部」を設置し、データに基づき数理的に分析・推

論し解決方法を導くことができる人材の育成に

取り組むとともに、より専門的かつ高度な課題等

に対応する研究に取り組むための、大学院研究科

を設置する。 
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第２期中期目標（変更案） 現行 変更案 

４ 学生への支援に関する目標 

 

(1)学習支援（※変更なし） 

 （略） 

 

(2)生活支援（※変更なし） 

 （略） 

 

(3)キャリア形成支援 

 学生の社会的、職業的自立を促すとともに、学

生の目指す進路の実現に向けたキャリア形成支

援を充実する。 

工学部・情報工学部・工学研究科・情報工学研

究科においては、産学官金の連携を強め、本県の

ものづくりを支える中小企業をはじめとする県

内企業の魅力を発信する機会を充実するなど、引

き続き県内定着に向けた就職支援の充実を図る。 

看護学部・看護学研究科、看護学専攻科において

は、県内の保健医療福祉施設（以下「医療機関等」

という。）との連携を推進し、本県の地域医療に貢

献することの魅力を伝えるなど、県内定着に向け

た就職支援に取り組む。 

  

 

 

 

 

 

 

 

４ 学生への支援に関する目標を達成するための

措置 

(1)学習支援（※変更なし） 

（略） 

 

(2)生活支援（※変更なし） 

（略） 

 

(3)キャリア形成支援 

ア キャリア教育の推進 【再掲】（第 1-2-(2)-エ） 

 （※変更なし） 

 （略） 

 イ 企業などと連携したインターシップ制度の

推進（※変更なし） 

 （略） 

ウ キャリアセンター事業の強化・充実 

（中略） 

・工学部及び情報工学部・工学研究科におい

て、県内企業への就職率向上に向け、県内就

職定着促進員の配置、県外出身学生と保護者

への富山の魅力発信、中小企業をはじめとす

る県内企業の魅力の発信などの取組みの充

実を図る。 

（中略） 

 

<数値指標>（※変更なし） 

 

 

 

 

４ 学生への支援に関する目標を達成するための

措置 

(1) 同 左 

（略） 

 

(2)  同 左 

（略） 

 

(3)キャリア形成支援 

ア 同 左 

 （略） 

  

イ 同 左 

 （略） 

 

ウ キャリアセンター事業の強化・充実 

（中略） 

・工学部・情報工学部・工学研究科・情報工学

研究科において、県内企業への就職率向上に

向け、県内就職定着促進員の配置、県外出身

学生と保護者への富山の魅力発信、中小企業

をはじめとする県内企業の魅力の発信など

の取組みの充実を図る。 

（中略） 

 

<数値指標> 同 左 
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第２期中期目標（変更案） 現行 変更案 

第２ 研究に関する目標（※変更なし） 

（中略） 

１ 研究の方向性と研究の成果に関する目標 

(1)産業、保健及び医療の発展に貢献する研究の

推進 

 工学部・情報工学部・工学研究科・情報工学研

究科においては、・・・（中略） 

 

 

第３ 地域貢献に関する目標（※変更なし） 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２ 研究に関する目標を達成するための措置 

（※変更なし） 

（略） 

 

 

 

 

 

 

第３ 地域貢献に関する目標を達成するための措置 

１ 地域・社会への貢献に関する目標を達成するた

めの措置 

⑴ 産学官金・医療機関等の連携（※変更なし） 

（略） 

 

⑵ 地域との連携（※変更なし） 

（略） 

 

⑶ 教育機関との連携（※変更なし） 

（略） 

 

⑷ 地域課題解決への貢献（※変更なし） 

（略） 

 

⑸ 地域への優秀な人材の供給 

 ア 授業や研究などを通じた交流の促進 

（※変更なし） 

（略） 

 

 イ 県内で就職した卒業生とのネットワークの

同 左 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

第３ 地域貢献に関する目標を達成するための措置 

１ 地域・社会への貢献に関する目標を達成するた

めの措置 

⑴ 同 左 

（略） 

 

⑵ 同 左 

（略） 

 

⑶ 同 左 

（略） 

 

⑷ 同 左 

（略） 

 

⑸ 地域への優秀な人材の供給 

ア 同 左 

（略） 

 

 

 イ 同 左 
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第２期中期目標（変更案） 現行 変更案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４ 業務運営の改善及び効率化に関する目標

（※変更なし） 

（略） 

  

第５ 財務内容の改善に関する目標 

（※変更なし） 

（略） 

 

構築（※変更なし） 

 （略） 

 

 ウ キャリアセンター事業の強化・充実【再掲】

（第 1-4-(3)-ウ） 

・工学部及び情報工学部・工学研究科におい

て、県内企業への就職率向上に向け、県内就

職定着促進員の配置、県外出身学生と保護者

への富山の魅力発信、中小企業をはじめとす

る県内企業の魅力の発信などの取組みの充実

を図る。【再掲】（第 1-4-(3)-ウ） 

 

 

 エ 看護学部における県内定着支援体制【再掲】

（第 1-4-(3)-ウ）（※変更なし） 

 （略） 

<数値指標>（※変更なし） 

 

２ 国際化の推進に関する目標を達成するための

措置（※変更なし） 

 （略） 

 

第４ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を

達成するための措置（※変更なし） 

（略） 

 

第５ 財務内容の改善に関する目標を達成するた

めの措置（※変更なし） 

（略） 

 

 （略） 

 

 

 ウ キャリアセンター事業の強化・充実【再掲】

（第 1-4-(3)-ウ） 

・工学部・情報工学部・工学研究科・情報工学

研究科において、県内企業への就職率向上に

向け、県内就職定着促進員の配置、県外出身

学生と保護者への富山の魅力発信、中小企業

をはじめとする県内企業の魅力の発信などの

取組みの充実を図る。【再掲】（第 1-4-(3)-

ウ） 

 

 エ 同 左 

（略） 

 

<数値指標> 同 左 

 

２ 国際化の推進に関する目標を達成するための

措置 同 左 

 （略） 

 

同 左 

（略） 

 

 

同 左 

（略） 
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第２期中期目標（変更案） 現行 変更案 

第６ 自己点検評価及び情報の提供に関する目

標 

（※変更なし） 

（略） 

 

第６ 自己点検評価及び情報の提供に関する目標

を達成するための措置（※変更なし） 

（略） 

 

同 左 

（略） 
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第２期中期目標（変更案） 現行 変更案 

第７ その他業務運営に関する目標 

（※変更なし） 

（略） 

第７ その他業務運営に関する目標を達成するた

めの措置（※変更なし） 

（略） 

同 左 

（略） 

 

（該当なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第８ 予算（人件費の見積りを含む）、収支計画及

び資金計画 

１ 予算 

(1) 予算（令和３年度～令和８年度） 

（略） 

(2) 看護学研究科、看護学専攻科設置に伴う予算

の増加分（令和５年度～令和８年度） 

（略） 

(3) 情報工学部設置に伴う予算の増加分（令和６

年度～令和８年度） 

（略） 

(4) 看護学研究科博士後期課程設置に伴う予算の

増加分（令和７年度～令和８年度） 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第８ 予算（人件費の見積りを含む）、収支計画及

び資金計画 

１ 予算 

(1)同 左 

 

(2)同 左 

 

 

(3)同 左 

 

 

(4) 同 左 

 

(5) 情報工学研究科設置及び工学研究科再編に

伴う予算の増加分（令和８年度） 

（単位：百万円） 

区 分 金 額 

収入 
運営費交付金 
自己収入 
授業料等収入 
その他自己収入 

   受託研究費等収入 
   補助金等収入 
   計 

 
 

支出 
業務費 
教育研究経費 
教育研究支援経費 
人件費（退職手当除く） 

   一般管理費 

 
 

調整中 
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第２期中期目標（変更案） 現行 変更案 

 

 

 

２ 収支計画 

(1) 収支計画（令和３年度～令和８年度） 

（略） 

(2) 看護学研究科、看護学専攻科設置に伴う収支

計画の増加分（令和５年度～令和８年度） 

（略） 

(3) 情報工学部設置に伴う収支計画の増加分（令

和６年度～令和８年度） 

（略） 

(4) 看護学研究科博士後期課程設置に伴う収支計画

の増加分（令和７年度～令和８年度） 

（略） 

 

（新設） 

 

   受託研究費等経費 
   計 

 
 
２ 収支計画 

(1)同 左 

 

(2)同 左 

 

 

(3)同 左 

 

 

(4)同 左 

 

 

 

(5) 情報工学研究科設置及び工学研究科再編に伴う

収支計画の増加分（令和８年度） 

（単位：百万円） 

区 分 金 額 

費用の部 
経常経費 
業務費 

     教育研究経費 
     教育研究支援経費 
     人件費 

一般管理費 
受託研究等経費 
財務費用 
雑損 
減価償却費 

臨時損失 

 

 

収支計画の額は、 

予算に応じて調整 
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第２期中期目標（変更案） 現行 変更案 

  

 

 

 

 

 

 

 

３ 資金計画 

(1) 資金計画（令和３年度～令和８年度） 

（略） 

(2) 看護学研究科、看護学専攻科設置に伴う資金

計画の増加分（令和５年度～令和８年度） 

（略） 

(3) 情報工学部設置に伴う資金計画の増加分（令

和６年度～令和８年度） 

（略） 

(4) 看護学研究科博士後期課程設置に伴う資金計

画の増加分（令和７年度～令和８年度） 

 

（新設） 

 

収入の部 
経常利益 
運営費交付金収益 
授業料等収益 
受託研究等収益 
補助金等収益 
財務収益 
雑益 

臨時利益 

 

 
 

３ 資金計画 

(1)同 左 

 

(2)同 左 

 

 

(3)同 左 

 

 

(4) 同 左 

 

 

(5) 情報工学研究科設置及び工学研究科再編に伴

う資金計画の増加分（令和８年度） 
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第２期中期目標（変更案） 現行 変更案 

  

 

 

 

 

 

 

（単位：百万円） 

区 分 金 額 

資金支出 
業務活動による支出 
投資活動による支出 
財務活動による支出 
次期中期目標期間への繰越金 

 

資金収入 
業務活動による収入 
運営費交付金収入 
授業料等収入 
受託研究等収入 
補助金等収入 
その他収入 

 投資活動による収入 
 財務活動による収入 
 前期中期目標期間からの繰越金 

 

 

 

 

 

資金計画の額は、 

予算に応じて調整 
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第２期中期目標（変更案） 現行 変更案 

 

（該当なし） 

第９ 短期借入金の限度額 

（略） 

第９ 短期借入金の限度額 

同 左 

 

（該当なし） 

第１０ 出資等に係る不要（見込）財産の処分計画 

（略） 

第１０ 出資等に係る不要（見込）財産の処分計画 

同 左 

 

（該当なし） 

第１１ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画 

（略） 

第１１ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画

同 左 

 

（該当なし） 

第１２ 剰余金の使途 

（略） 

第１２ 剰余金の使途 

同 左 

 

（該当なし） 

第１３ その他法人の業務運営に関する事項 

（略） 

第１３ その他法人の業務運営に関する事項 

同 左 

附 則 

この中期目標の変更期日は、令和８年４月１

日とする。 

  

 


